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治－１再評価結果の地区別個表

１ 箇 所 名 漁川上流（いさりがわじょうりゅう）

２ 所 在 地 北海道森林管理局 石狩森林管理署管内

３ 事 業 名 直轄治山事業（国有林治山事業）

４ 事業の着手 当地区は、恵庭市西部に位置し、平成８年夏の集中豪雨
に至る経緯 により、山腹斜面が崩壊するとともに崩壊土砂が流出し、

下流の国道 号を一時通行不能にする被害が発生した。453
このため、山腹崩壊地の拡大及び渓床に不安定に堆積し

ている土砂の流出を防止し、人家や国道等の保全を図るこ
とを目的に本事業に着手した。

５ 現計画の概 山腹崩壊地の復旧整備と渓床の不安定土砂の流出防止に
要 より保安林機能の増進を図る。

＊着工年度 平成８年度
ha＊事業対象区域面積 ９５４

＊総事業費 １２０百万円
＊工事内容 渓間工、山腹工

６ 整備状況 山腹崩壊地の拡大防止及び復旧整備のため丸太積土留
工、草本類による緑化工を実施している。
渓流については、不安定堆積土砂の流出防止及び渓岸浸

食の防止を図るため治山ダム等を設置している。

７ 保全対象地 保全対象は、人家５戸、国道 号、道道 号、漁川453 117
区の状況等 ダムである。

８ 地元（地方 地域の上水道用水、発電用水等広範囲にわたり利用され
公共団体） ている漁川ダム、白扇の滝等の景勝地を観光資源とした地
の意向 域の活性化に必要な国道等の保全を図るため、治山事業の

継続実施を要望する （恵庭市）。

９ 再評価結果 ・事業の継続実施
の概要 依然として渓床には不安定堆積土砂が多く、山腹崩壊地

の復旧整備も終了していないこと、また、当地区の整備に
ついて地元の強い要望もあることから、事業の継続実施が
必要と判断される。

資料２



- 3 -

治－２再評価結果の地区別個表

１ 箇 所 名 貫気別川（ぬきべつがわ）

２ 所 在 地 北海道森林管理局 日高北部森林管理署管内

３ 事 業 名 直轄治山事業（国有林治山事業）

４ 事業の着手 当地区は、平成７年夏の豪雨により、山腹斜面が崩壊す
に至る経緯 るとともに崩壊土砂が流出し、下流の簡易水道施設に土砂

が流入するなどの被害が発生した。
このため、山腹崩壊地の拡大及び渓床に不安定に堆積し

ている土砂の流出を防止し、人家や簡易水道施設等を保全
することを目的に本事業に着手した。

５ 現計画の概 山腹崩壊地の復旧整備と渓床の不安定土砂の流出防止に
要 より保安林機能の増進を図る。

＊着工年度 平成８年度
ha＊事業対象区域面積 ９３４

＊総事業費 １７０百万円
＊工事内容 渓間工、山腹工

６ 整備状況 山腹崩壊地の拡大防止及び復旧整備のため簡易土留工、
張芝工による緑化工を実施している。
渓流については、不安定堆積土砂の流出防止を図るため

治山ダムを設置している。

７ 保全対象地 保全対象は、人家 戸、簡易水道施設、町道、農地で10
区の状況等 ある。

８ 地元（地方 地域の上水道及び農業用の簡易水道施設や農地等の保全
公共団体） を図るため、治山事業の継続実施を要望する （平取町）。
の意向

９ 再評価結果 ・事業の継続実施
の概要 依然として渓床には不安定堆積土砂が多く、山腹崩壊地

の復旧整備も終了していないこと、また、当地区の整備に
ついて地元の強い要望もあることから、事業の継続実施が
必要と判断される。
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治－３再評価結果の地区別個表

１ 箇 所 名 水源の沢（すいげんのさわ）

２ 所 在 地 北海道森林管理局 日高北部森林管理署管内

３ 事 業 名 直轄治山事業（国有林治山事業）

４ 事業の着手 当地区は、平成７年夏の豪雨により、山腹斜面が崩壊す
に至る経緯 るとともに崩壊土砂が流出し、下流の簡易水道施設に土砂

が流入するなどの被害が発生した。
このため、山腹崩壊地の拡大及び渓床に不安定に堆積し

ている土砂の流出を防止し、人家や簡易水道施設等を保全
することを目的に本事業に着手した。

５ 現計画の概 山腹崩壊地の復旧整備と渓床の不安定土砂の流出防止に
要 より保安林機能の増進を図る。

＊着工年度 平成８年度
ha＊事業対象区域面積 ３９７

＊総事業費 １１０百万円
＊工事内容 渓間工、山腹工

６ 整備状況 山腹崩壊地の拡大防止及び復旧整備のため簡易土留工、
張芝工による緑化工を実施している。
渓流については、不安定堆積土砂の流出防止を図るため

治山ダムを設置している。

７ 保全対象地 保全対象は、人家 戸、簡易水道施設、町道、農地で10
区の状況等 ある。

８ 地元（地方 地域の上水道及び農業用の簡易水道施設や農地等の保全
公共団体） を図るため、治山事業の継続実施を要望する （平取町）。
の意向

９ 再評価結果 ・事業の継続実施
の概要 依然として渓床には不安定堆積土砂が多く、山腹崩壊地

の復旧整備も終了していないこと、また、当地区の整備に
ついて地元の強い要望もあることから、事業の継続実施が
必要と判断される。



- 5 -

治－４再評価結果の地区別個表

１ 箇 所 名 暴れ沢（あばれざわ）

２ 所 在 地 北海道森林管理局旭川分局 上川中部森林管理署管内

３ 事 業 名 直轄治山事業（国有林治山事業）

４ 事業の着手 暴れ沢は、全般的に急流をなしており、激しい渓岸侵食
に至る経緯 等により発生した土砂が多量かつ不安定に渓床に堆積し、

天井川となって両岸が低くなっている箇所があった。
下流域に所在する国立大雪青年の家、町道、町水道施設

等を土石流被害等から保全する目的で本事業に着手した。

５ 現計画の概 渓床の不安定土砂の流出及び渓岸侵食の防止により保安
要 林機能の増進を図る。

＊着工年度 平成８年度
ha＊事業対象区域面積 ７００

＊総事業費 ４１０百万円
＊工事内容 渓間工

６ 整備状況 渓床の不安定堆積土砂の流出防止と山脚固定のため治山
ダムを設置している。
渓岸侵食の著しい箇所及び天井川となり流路を固定すべ

き箇所については、護岸工を設置している。

７ 保全対象地 保全対象は、国立大雪青年の家、町道、町水道施設であ
区の状況等 る。

８ 地元（地方 本渓流は、土石流の流出により町道が決壊するなどの被
公共団体） 害が発生した経緯がある。
の意向 上流部の渓床には、依然として多量の不安定堆積土砂が

あり、これが土石流等となって流出し、下流域に被害を発
生させることを未然に防止するため、本事業の継続実施を
要望する （美瑛町）。

９ 再評価結果 ・事業の継続実施
の概要 上流部には、まだ多量かつ不安定な土砂の堆積、渓岸侵

食による荒廃箇所があり、下流への被害が危惧される。ま
た、地元の強い要望もあることから、事業の継続実施が必
要と判断される。
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治－５再評価結果の地区別個表

１ 箇 所 名 留辺斯（るべす）

２ 所 在 地 北海道森林管理局帯広分局 根釧東部森林管理署管内

３ 事 業 名 直轄治山事業（国有林治山事業）

４ 事業の着手 当地区は、標津町の重要な水源地帯である。
に至る経緯 森林は、亜寒帯性の針葉樹林帯に属しており、厳しい気

象条件等から無立木化するとともに、クマイザサが密生し
て、水土保全機能の低下が進行していた。

、 、このため 無立木箇所における森林の造成整備を実施し
水源地域に存する森林としての機能を高度に発揮させると
ともに、景観を維持することを目的に本事業に着手した。

５ 現計画の概 無立木化し、ササの密生地となった箇所において森林を
要 造成し、保安林機能の増進並びに景観の維持を図る。

＊着工年度 平成８年度
ha＊事業対象区域面積 ９４６

＊総事業費 １１１百万円
＊工事内容 森林整備

６ 整備状況 無立木化し、ササの密生地となった箇所において森林を
造成するため、ササの刈払いによる天然下種更新の促進及
び植栽工等を実施している。

、 、 、 、７ 保全対象地 保全対象は 国道 号及び 号 農地 人家 戸244 335 74
区の状況等 公共施設（水道施設、保育所等）である。

８ 地元（地方 住民の飲料水や営農、さけ・ますふ化場の用水として安
公共団体） 定的な水資源を確保するため、本事業による水源地域の森
の意向 林造成等は重要であることから、本事業の継続実施を要望

する （標津町）。

９ 再評価結果 ・事業の継続実施
の概要 当地区における森林の造成整備を早期に終了させること

は、地域の安定的な水資源の確保及び景観等の維持を図る
うえで必要であり、地元の強い要望もあることから、事業
の継続実施が必要と判断される。
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治－６再評価結果の地区別個表

１ 箇 所 名 葉の木沢（はのきざわ）

２ 所 在 地 東北森林管理局 山形森林管理署管内

３ 事 業 名 直轄治山事業（国有林治山事業）

４ 事業の着手 当地区は、火山泥流の堆積層からなる脆弱な地質構造で
に至る経緯 あり、融雪及び豪雨の都度山腹斜面の崩壊により、森林の

被災、大量の崩壊土砂の流出が発生していた。
下流には、山形市の水瓶である蔵王ダムがあり、重要な

水源地であることから、荒廃地の復旧整備等を総合的に実
施し、水土保全機能の維持・向上を図ることを目的に本事
業に着手した。

５ 現計画の概 山腹崩壊地の復旧整備と渓流の不安定土砂の流出防止に
要 より、保安林機能の増進を図る。

＊着工年度 平成８年度
ha＊事業対象区域面積 ８０７

＊総事業費 ５１０百万円
＊工事内容 渓間工、山腹工

６ 整備状況 山腹崩壊地の拡大防止及び復旧整備を図るため法切工、
土留工、緑化工を実施している。
渓流については、不安定堆積土砂の流出防止を図るため

治山ダムを設置している。

７ 保全対象地 保全対象は、蔵王ダムである。
区の状況等

８ 地元（地方 当地区は、山形市民の飲料水を取水する水源地であり、
公共団体） 将来にわたって安定した水質の水を確保するうえからも、
の意向 継続的な治山事業の実施を要望する （山形市）。

当地区は、蔵王ダムの保水機能維持及び下流地区の防災
上重要な役割を果たしている。荒廃地の復旧と森林の水土
保全機能向上のため、事業の推進を要望する （山形県）。

９ 再評価結果 ・事業の継続実施
の概要 当地区の荒廃状況から今後も計画的な事業実施が必要で

あり、また、地元の強い要望もあることから、事業の継続
実施が必要と判断される。
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治－７再評価結果の地区別個表

１ 箇 所 名 四ツ谷川（よつやがわ）

２ 所 在 地 東北森林管理局 山形森林管理署管内

３ 事 業 名 直轄治山事業（国有林治山事業）

４ 事業の着手 当地区は、火山砕屑物等に厚く覆われた脆弱な地質構造
に至る経緯 で、著しい渓岸侵食により土砂が流出するとともに渓床に

大量の不安定土砂が堆積していた。
下流には、６市６町の水瓶である寒河江川ダム等がある

ことから、渓岸侵食の防止と不安定土砂を固定し水土保全
機能の維持・向上を図ることを目的に本事業に着手した。

５ 現計画の概 渓岸侵食の防止と渓床の不安定堆積土砂の流出防止によ
要 り、保安林機能の増進を図る。

＊着工年度 平成８年度
ha＊事業対象区域面積 １，５１５

＊総事業費 ４５８百万円
＊工事内容 渓間工

６ 整備状況 渓流について、渓岸侵食の防止と不安定堆積土砂の流出
防止を図るため治山ダムを設置している。

、 、 、 。７ 保全対象地 保全対象は 寒河江川ダム 国道 宿泊施設６件である
区の状況等

８ 地元（地方 当地区は、当町の月山沢地区において防災上大きな役割
公共団体） を果たしており、早期の事業完了を要望する （西川町）。
の意向 当地区は、６市６町の重要な水源地であり、継続的な治

山事業の実施を要望する （山形市）。
当地区は、寒河江川ダムの保水機能維持及び国道 号112

線、月山沢地区の防災上重要な役割を果たしており、事業
の早期完成を要望する （山形県）。

９ 再評価結果 ・事業の継続実施
の概要 当地区の荒廃状況から今後も計画的な事業実施が必要で

あり、また、地元の強い要望もあることから、事業の継続
実施が必要と判断される。
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治－８再評価結果の地区別個表

１ 箇 所 名 棚沢（たなさわ）

２ 所 在 地 東北森林管理局青森分局 三八上北森林管理署管内

３ 事 業 名 直轄治山事業（国有林治山事業）

４ 事業の着手 当地区は、下北半島に位置し太平洋に面しており、春か
に至る経緯 ら夏の北東風が強く、飛砂、暴風・波浪、潮風等により農

作物の枯死や人家外壁の損傷等の被害が発生していた。
また、暴風・波浪等により、既存の森林が被害を受け、

防災機能が低下していた。
このため、林木の枯死等の被害が発生している箇所につ

いて森林の造成整備等を実施し、保安林機能の維持向上を
図ることを目的に事業に着手した。

５ 現計画の概 林木の枯死等の被害が発生している箇所について森林を
要 造成するとともに、既存の森林の過密化している箇所につ

いて本数調整伐を実施し、保安林機能の増進を図る。
＊着工年度 平成８年度

ha＊事業対象区域面積 ３８９
＊総事業費 ４９百万円
＊工事内容 森林整備

６ 整備状況 林木の枯死等の被害が発生している箇所について植栽工
を実施し、地下水位の高い箇所等について水路工の設置等
を実施している。

７ 保全対象地 保全対象は、人家 戸、国道、農地、公共施設（学1,150
区の状況等 校、官公署、病院等）である。

８ 地元（地方 当地区は、春から夏の強い北東風による飛砂、暴風・波
公共団体） 浪、潮風から農作物等を保護するために重要な森林である
の意向 ことから 十分な森林整備が図られることを要望する 六、 。（

ヶ所村）
事業の継続実施に異議はない （青森県）。

９ 再評価結果 ・事業の継続実施
の概要 当地区は、春から夏にかけての強い北東風による飛砂等

から農作物等の保護を図るために重要であり、地元の強い
、 。要望もあることから 事業の継続実施が必要と判断される
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治－９再評価結果の地区別個表

１ 箇 所 名 城ヶ沢（じょうがさわ）

２ 所 在 地 東北森林管理局青森分局 下北森林管理署管内

３ 事 業 名 直轄治山事業（国有林治山事業）

４ 事業の着手 当地区は、下北半島に位置し陸奥湾に面しており、春か
に至る経緯 ら夏の北東風が強く、飛砂、暴風・波浪、潮風等により農

作物の枯死や人家外壁の損傷等の被害が発生していた。
また、暴風・波浪等により、既存の森林が被害を受け、

防災機能が低下していた。
このため、林木の枯死等の被害が発生している箇所につ

いて森林の造成整備等を実施し、保安林機能の維持向上を
図ることを目的に事業に着手した。

５ 現計画の概 林木の枯死等の被害が発生している箇所について森林を
要 造成し、保安林機能の増進を図る。

＊着工年度 平成８年度
ha＊事業対象区域面積 ６

＊総事業費 ２０百万円
＊工事内容 森林整備

６ 整備状況 林木の枯死等の被害が発生している箇所について植栽工
を実施し、地下水位の高い箇所等について水路工の設置等
を実施している。

、 、 、 、 （ ）７ 保全対象地 保全対象は 人家 戸 国道 農地 公共施設 学校65
区の状況等 等である。

８ 地元（地方 当地区は、春から夏の強い北東風による飛砂、暴風・波
公共団体） 浪、潮風から農作物等を保護するために重要な森林である

、 。 、 、の意向 ことから 本事業の継続及び拡大を要望する なお 環境
景観等に十分配慮した施工を要望する （むつ市）。
事業の継続実施に異議はない （青森県）。

９ 再評価結果 ・事業の継続実施
の概要 当地区は、春から夏にかけての強い北東風による飛砂等

から農作物等の保護を図るために重要であり、地元の強い
、 。要望もあることから 事業の継続実施が必要と判断される
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10再評価結果の地区別個表 治－

１ 箇 所 名 五月女萢（そとめやち）

２ 所 在 地 東北森林管理局青森分局 津軽森林管理署 金木支署管内

３ 事 業 名 直轄治山事業（国有林治山事業）

４ 事業の着手 当地区は、日本海に面しており、冬季に北西の季節風が
に至る経緯 強く、飛砂、暴風・波浪、潮風等により農作物の枯死や人

家外壁の損傷等の被害が発生していた。
また、暴風・波浪等により、既存の森林が被害を受け、

防災機能が低下していた。
このため、林木の枯死等の被害が発生している箇所につ

いて森林の造成整備等を実施し、保安林機能の維持向上を
図ることを目的に事業に着手した。

５ 現計画の概 林木の枯死等の被害が発生している箇所について森林を
要 造成し、保安林機能の増進を図る。

＊着工年度 平成８年度
ha＊事業対象区域面積 １３７

＊総事業費 １７１百万円
＊工事内容 森林整備

６ 整備状況 森林造成の基礎工として堆砂垣工及び防風工を設置する
とともに、基礎工の完了した箇所及び林木の枯死等の被害
が発生している箇所について植栽工を実施している。

７ 保全対象地 保全対象は、人家 戸、国道、県道、農地、公共施設404
区の状況等 （学校、官公署、病院等）である。

８ 地元（地方 当地区は、冬季の強い北西風による飛砂、暴風・波浪、
公共団体） 潮風から農作物等を保護するために重要な森林であること
の意向 から、本事業の継続実施を要望する （市浦村）。

事業の継続実施に異議はない （青森県）。

９ 再評価結果 ・事業の継続実施
の概要 当地区は、冬季の強い北西風による飛砂等から人家等の

保護を図るために重要であり、地元の強い要望もあること
から、事業の継続実施が必要と判断される。
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11再評価結果の地区別個表 治－

１ 箇 所 名 猿ヶ森（さるがもり）

２ 所 在 地 東北森林管理局青森分局 下北森林管理署管内

３ 事 業 名 直轄治山事業（国有林治山事業）

４ 事業の着手 当地区は、太平洋に面しており、春から夏の北東風が強
に至る経緯 く、飛砂、暴風・波浪、潮風等により農作物の枯死や人家

外壁の損傷等の被害が発生していた。
また、暴風・波浪等により、既存の森林が被害を受け、

防災機能が低下していた。
このため、林木の枯死等の被害が発生している箇所につ

いて森林の造成整備等を実施し、保安林機能の維持向上を
図ることを目的に事業に着手した。

５ 現計画の概 林木の枯死等の被害が発生している箇所について森林を
要 造成し、保安林機能の増進を図る。

＊着工年度 平成８年度
ha＊事業対象区域面積 １１３

＊総事業費 ２９百万円
＊工事内容 森林整備

６ 整備状況 森林造成の基礎工として排水工及び木柵工を設置すると
ともに、基礎工が完了した箇所及び林木の枯死等の被害が
発生している箇所について植栽工を実施している。

、 、 、 、 （ ）７ 保全対象地 保全対象は 人家 戸 県道 農地 公共施設 学校60
区の状況等 等である。

８ 地元（地方 当地区は、本事業の進捗に伴い農作物への風害等が減少
公共団体） してきていることから、本事業の継続実施及び早期完成を
の意向 要望する。また、当地区は、ヒバ埋没林・砂丘等の当村の

重要な観光地と隣接しており、景観等に十分配慮した計画
及び施工を要望する （東通村）。
事業の継続実施に異議はない （青森県）。

９ 再評価結果 ・事業の継続実施
の概要 当地区は、春から夏の強い北東風による飛砂等から農作

物等の保護を図るために重要であり、地元の強い要望もあ
ることから、事業の継続実施が必要と判断される。
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12再評価結果の地区別個表 治－

１ 箇 所 名 箒川（ほうきがわ）

２ 所 在 地 関東森林管理局 塩那森林管理署管内

３ 事 業 名 直轄治山事業（国有林治山事業）

４ 事業の着手 当地区は、下流に所在する塩原町等の重要な水源地域で
、 、に至る経緯 あるが 地区全体が火山噴出物の堆積地帯であることから

山腹斜面は火山地域特有の荒廃が進み、渓床にも不安定土
砂が多量に堆積し、水土保全機能の低下が著しかった。
このため、山腹崩壊地の復旧整備、不安定堆積土砂の流

出防止、森林整備等を実施し、下流域の保全と水源かん養
機能の維持増進を図ることを目的に本事業に着手した。

５ 現計画の概 山腹崩壊地の復旧整備、渓間工による不安定堆積土砂の
、 。要 流出防止及び森林整備を実施し 保安林機能の増進を図る

＊着工年度 平成８年度
ha＊事業対象区域面積 １１，３１８

＊総事業費 ７９４百万円
＊工事内容 渓間工、山腹工、森林整備

６ 整備状況 山腹崩壊地の復旧整備のための土留工等の設置、不安定
堆積土砂の流出防止のための治山ダムの設置及び荒廃森林

、 。の整備のための本数調整伐 複層林造成等を実施している

７ 保全対象地 保全対象は 人家 戸 工場 県道 公共施設 学、 、 、 、 （12,000
区の状況等 校、官公庁等 、塩原ダムである。）

８ 地元（地方 当地区は、重要な水源地域であるが、地質がもろく土砂
公共団体） 生産の著しい地域であることから、水土保全機能の維持増
の意向 進のため、本事業を是非推進してほしい （栃木県）。

近年の都市化に伴い、塩原ダムを含む水源地域の重要性
はますます高まっており、本事業による水源地域の整備は
非常に重要と考えている （塩原町）。

９ 再評価結果 ・事業の継続実施
の概要 当地域の水土保全機能は、本事業の進捗に伴い維持増進

が図られつつあるが、地域内にはまだ不十分な箇所がある
こと、地元の強い要望もあることから、事業の継続実施が
必要と判断される。
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13再評価結果の地区別個表 治－

１ 箇 所 名 大河俣（おおかわまた）

２ 所 在 地 関東森林管理局東京分局 埼玉森林管理事務所管内

３ 事 業 名 直轄治山事業（国有林治山事業）

、 、４ 事業の着手 当地区は 断層等が存在する地質的に脆弱な地区であり
に至る経緯 集中豪雨等により山腹崩壊が発生し、渓床に多量の崩壊土

砂が不安定に堆積しており、土石流等による土砂災害が危
惧された。
このため、山腹崩壊地の復旧整備、不安定堆積土砂の流

出防止を実施し、下流域の保全を図ることを目的に本事業
に着手した。

５ 現計画の概 山腹崩壊地の復旧整備と渓間工による不安定堆積土砂の
要 流出防止を実施し、保安林機能の増進を図る。

＊着工年度 平成８年度
ha＊事業対象区域面積 １，２８８

＊総事業費 ２２６百万円
＊工事内容 渓間工、山腹工

６ 整備状況 山腹崩壊地の拡大防止及び復旧整備のため土留工の設置
及び緑化工等を実施している。
渓流については、不安定堆積土砂の流出防止を図るため

治山ダム等を設置している。

７ 保全対象地 保全対象は、人家 戸、村道である。30
区の状況等

、 、８ 地元（地方 当地区は 崩壊土砂が村道に流出するおそれがあるため
公共団体） 早期に復旧整備が図られるよう要望する （大滝村）。
の意向 水源かん養機能の高度発揮及び下流の中津川集落の保全

を図るため、本事業の継続実施を要望する （埼玉県）。

９ 再評価結果 ・事業の継続実施
の概要 当地区は脆弱な地質であり、山地災害危険地区（崩壊土

砂流出危険地区）に指定されている。崩壊地の拡大及び渓
床の不安定堆積土砂の流出による土砂災害が発生するおそ
れがあること、地元の強い要望もあることから、事業の継
続実施が必要と判断される。



- 15 -

14再評価結果の地区別個表 治－

１ 箇 所 名 世附（よづく）

２ 所 在 地 関東森林管理局東京分局 東京神奈川森林管理署管内

３ 事 業 名 直轄治山事業（国有林治山事業）

４ 事業の着手 当地区は、三保ダムの上流に位置する重要な水源地域で
に至る経緯 あるが、火山砕屑物が堆積する脆弱な地質であり、林地崩

壊が発生している箇所が多い。また、既存の森林は、過密
林分が多く、水土保全機能の低下が著しかった。
このため、山腹崩壊地や荒廃森林の復旧整備を実施し、

下流域の保全と水源かん養機能の維持増進を図ることを目
的に本事業に着手した。

５ 現計画の概 山腹崩壊地及び荒廃森林の復旧整備と渓床の不安定堆積
要 土砂の流出防止等を実施し、保安林機能の増進を図る。

＊着工年度 平成８年度
ha＊事業対象区域面積 ４，７１４

＊総事業費 ３２３百万円
＊工事内容 渓間工、山腹工、森林整備

６ 整備状況 山腹崩壊地の拡大防止及び復旧整備のため、土留工の設
置及び緑化工等を実施している。
荒廃森林については、本数調整伐や複層林造成等による

森林整備を実施している。

７ 保全対象地 保全対象は、人家 戸、県道、鉄道（ 、農地、15,500 JR）
区の状況等 公共施設（学校、病院等 、三保ダムである。）

８ 地元（地方 当地区は、町民の生活を支える基盤であり、防災機能の
公共団体） 高度発揮と水資源確保のため事業の継続実施を要望する。
の意向 （山北町）

当地区は、丹沢湖（三保ダム）の重要な水源であり、森
林や水土保全施設の整備による良好な水資源の確保が必要
なことから、事業の継続実施を要望する （神奈川県）。

９ 再評価結果 ・事業の継続実施
の概要 当地区は、崩壊地の拡大等による土砂災害の未然防止、

及び良好な水源の確保が必要であること、地元の強い要望
もあることから、事業の継続実施が必要と判断される。
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15再評価結果の地区別個表 治－

１ 箇 所 名 富士山（ふじさん）

２ 所 在 地 関東森林管理局東京分局 静岡森林管理署管内

３ 事 業 名 直轄治山事業（国有林治山事業）

４ 事業の着手 当地区は、富士山の西側山麓に位置し、地形的特徴と火
に至る経緯 山性地質が相まって、集中豪雨時には頻繁に土石流が発生

している。特に大沢崩れの土石流は、下流域の上井出集落
、 。まで流出し 道路を通行止とするなどの被害を発生させた

このため、土砂災害の未然防止の必要から本事業に着手
した。

５ 現計画の概 渓床の不安定堆積土砂が土石流等となって流出すること
要 を防止し、保安林機能の増進を図る。

＊着工年度 平成８年度
ha＊事業対象区域面積 ８，８４０

＊総事業費 ６０２百万円
＊工事内容 渓間工

６ 整備状況 渓流について、不安定堆積土砂の流出を防止するため治
山ダム等を設置している。

、 、 （ ）、 （ ）、７ 保全対象地 保全対象は 人家 戸 国道 号線 鉄道100 469 JR
区の状況等 農地、公共施設（病院等 、工業団地である。）

８ 地元（地方 国土保全、水源かん養等の機能の高度発揮により、山地
公共団体） 災害の未然に防止等が図れるよう、事業の継続実施を要望
の意向 する （富士宮市）。

当地区の水土保全機能の向上を図るため、本事業の推進
を要望する （富士市）。
大沢崩れの土石流による上井出集落への被害が発生して

いるため、富士山地区における本事業の継続実施を要望す
る （静岡県）。

９ 再評価結果 ・事業の継続実施
の概要 当地区は、集中豪雨時に頻繁に発生する土石流等から下

流域の保全を図る必要があること、地元の強い要望もある
ことから、事業の継続実施が必要と判断される。
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16再評価結果の地区別個表 治－

１ 箇 所 名 高熊（たかくま）

２ 所 在 地 関東森林管理局東京分局 天竜森林管理署管内

３ 事 業 名 直轄治山事業（国有林治山事業）

４ 事業の着手 当地区は、地形が急峻で地質が脆弱であるため集中豪雨
に至る経緯 等による山腹崩壊や渓岸侵食が発生しやすく、多量の崩壊

土砂等が渓床に不安定に堆積していた。
このため、山腹崩壊地等の拡大防止や不安定堆積土砂の

流出防止を図り、土砂災害を未然に防止する必要から本事
業に着手した。

５ 現計画の概 山腹崩壊地の復旧整備と渓床の不安定堆積土砂の流出防
要 止により、保安林機能の増進を図る。

＊着工年度 平成８年度
ha＊事業対象区域面積 １７８

＊総事業費 １６７百万円
＊工事内容 渓間工、山腹工

６ 整備状況 山腹崩壊地の拡大防止及び復旧整備のため、土留工の設
置、草・木本類による緑化工を実施している。
渓流について、不安定堆積土砂の流出を防止するため治

山ダムを設置している。

、 、 （ ）、 （ ）、７ 保全対象地 保全対象は 人家 戸 国道 号線 鉄道10 473 JR
区の状況等 農地である。

８ 地元（地方 当地区は、町民の生命・財産、公共施設を崩壊土砂の流
公共団体） 出による土砂災害から保全するため重要であり、早期に復
の意向 旧整備が図られるよう要望する （金谷町）。

当地区において発生した崩壊土砂の流出による大井川河
床の上昇に起因する洪水被害等を未然に防止するため、本
事業の継続実施を要望する （静岡県）。

９ 再評価結果 ・事業の継続実施
の概要 当地区は、集中豪雨等による山腹崩壊地の拡大、崩壊土

砂の流出による土砂災害から下流域を保全する必要がある
こと、地元の強い要望もあることから、事業の継続実施が
必要と判断される。
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17再評価結果の地区別個表 治－

１ 箇 所 名 只木（ただき）

２ 所 在 地 関東森林管理局東京分局 天竜森林管理署管内

３ 事 業 名 直轄治山事業（国有林治山事業）

４ 事業の着手 当地区は、急峻な山腹斜面を呈しており、山腹崩壊地や
に至る経緯 渓岸侵食箇所が多数存在しているため、渓床に多量の土砂

が不安定に堆積しており、集中豪雨等により土石流等なっ
て流出し下流域に土砂災害を発生させるおそれがあった。
このため、渓床の不安定堆積土砂の流出防止を図り、土

砂災害を未然に防止する必要から本事業に着手した。

５ 現計画の概 山腹崩壊地の復旧整備と渓床の不安定堆積土砂の流出防
要 止により、保安林機能の増進を図る。

＊着工年度 平成８年度
ha＊事業対象区域面積 １６０

＊総事業費 １３９百万円
＊工事内容 渓間工

６ 整備状況 渓流について、不安定堆積土砂の流出を防止するため治
山ダムを設置している。

７ 保全対象地 保全対象は、人家 戸、東名高速道路、国道（ 号930 301
区の状況等 線 、鉄道（ 、農地、水道取水施設である。） ）JR

８ 地元（地方 当地区からの崩壊土砂の流出は、町民の生活や農業施設
公共団体） 等に多大な影響を与えることから、早期に復旧整備が図ら
の意向 れるよう要望する （三ヶ日町）。

、 （ ）、当地区の下流に存する東名高速道路 国道 号線301
県道、農地等の保全対象への被害を防止するため、本事業
の継続実施を要望する （静岡県）。

９ 再評価結果 ・事業の継続実施
の概要 当地区は、多量の崩壊土砂が渓床に不安定かつ広範囲に

、 、堆積しており 集中豪雨等による流出のおそれが高いこと
地元の強い要望もあることから、事業の継続実施が必要と
判断される。
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18再評価結果の地区別個表 治－

１ 箇 所 名 都沢（みやこさわ）

２ 所 在 地 関東森林管理局東京分局 天竜森林管理署管内

３ 事 業 名 直轄治山事業（国有林治山事業）

４ 事業の着手 当地区は、中央構造線と糸魚川～静岡構造線に挟まれた
に至る経緯 急峻で脆弱な地形・地質となっており、集中豪雨等により

山腹崩壊地が形成されやすく、多量の崩壊土砂が渓床に不
、 。安定に堆積し 土石流等となって流下するおそれがあった

このため、山腹崩壊地の復旧整備と渓床の不安定堆積土
砂の流出防止を図り、土砂災害を未然に防止する必要から
本事業に着手した。

５ 現計画の概 山腹崩壊地の復旧整備と渓床の不安定堆積土砂の流出防
要 止により、保安林機能の増進を図る。

＊着工年度 平成８年度
ha＊事業対象区域面積 ９２０

＊総事業費 ３０６百万円
＊工事内容 渓間工、山腹工

６ 整備状況 山腹崩壊地の拡大防止及び復旧整備のため土留工等の設
置、草・木本類による緑化工を実施している。
渓流については、不安定堆積土砂の流出を防止するため

治山ダムを設置している。

７ 保全対象地 保全対象は、人家 戸、国道（ 号線 、発電施設200 362 ）
区の状況等 等である。

、 、８ 地元（地方 当地区の崩壊土砂は 気田川に流出して河床を上昇させ
公共団体） 豪雨時に水害を発生させる一因となる可能性が大きいた
の意向 め、本事業の継続実施により早急な復旧整備が図られるよ

う要望する （春野町及び静岡県）。

９ 再評価結果 ・事業の継続実施
の概要 当地区は、山腹崩壊地が多く、渓床に多量に崩壊土砂が

堆積しており、土砂流出の防止を図る必要があること、地
元の強い要望もあることから、事業の継続実施が必要と判
断される。

その他（費 費用対効果分析の試行結果は、総便益（人家、国道等）10
用対効果分 百万円、総費用 百万円であり、費用に対する効1,061 314
析の試行結 果は となった。3.38
果）
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19再評価結果の地区別個表 治－

１ 箇 所 名 米子（よなご）

２ 所 在 地 中部森林管理局 北信森林管理署管内

３ 事 業 名 直轄治山事業（国有林治山事業）

４ 事業の着手 当地区は、硫黄鉱山営業時の亜硫酸ガス等の影響により
に至る経緯 山地が荒廃しており、集中豪雨時には、山腹崩壊や崩壊土

砂等が土石流等となって流出し、地元が力を入れて整備し
ている奇妙山や米子大瀑布等景勝地へ通じる林道や駐車場
等が土砂災害を受けた。
このため、山腹崩壊地の復旧整備と渓床の不安定堆積土

砂の流出防止を図り、下流域の保全を図る必要から本事業
に着手した。

５ 現計画の概 山腹崩壊地の復旧整備と渓床の不安定堆積土砂の流出防
要 止等により、保安林機能の増進を図る。

＊着工年度 平成８年度
ha＊事業対象区域面積 １，１５４

＊総事業費 ４４４百万円
＊工事内容 渓間工、山腹工

６ 整備状況 山腹崩壊地の拡大防止及び復旧整備のため土留工等の設
置、草・木本類による緑化工を実施している。
渓流については、不安定堆積土砂の流出を防止するため

治山ダムを設置している。

７ 保全対象地 保全対象は、宿泊施設、林道である。
区の状況等

８ 地元（地方 当地区は、当市が力を入れて整備している観光資源と関
公共団体） 連する施設があり、また、下流には宿泊施設が存在してい
の意向 ることから、この保全を図るため本事業の継続実施を要望

する （須坂市）。

９ 再評価結果 ・事業の継続実施
の概要 当地区は、自然復旧の困難な山腹崩壊地が多く、渓床に

も多量の崩壊土砂が堆積し、土砂流出による災害が発生す
るおそれがあること、地元の強い要望もあることから、事
業の継続実施が必要と判断される。
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20再評価結果の地区別個表 治－

１ 箇 所 名 馬曲川（まぐせがわ）

２ 所 在 地 中部森林管理局 北信森林管理署管内

３ 事 業 名 直轄治山事業（国有林治山事業）

４ 事業の着手 当地区は、豪雪地帯であり、融雪期には山腹崩壊や地す
に至る経緯 べりが発生しやすく、渓床に多量の崩壊土砂が堆積してお

り、集中豪雨時等に土石流等となって流下し、下流の発電
施設等に被害を発生させるおそれがあった。
このため、山腹崩壊地の復旧整備と渓床の不安定堆積土

砂の流出防止を図り、下流域の保全を図る必要から本事業
に着手した。

５ 現計画の概 山腹崩壊地の復旧整備と渓床の不安定堆積土砂の流出防
要 止等により、保安林機能の増進を図る。

＊着工年度 平成８年度
ha＊事業対象区域面積 ９５４

＊総事業費 ５３８百万円
＊工事内容 渓間工、山腹工

６ 整備状況 山腹崩壊地の拡大防止及び復旧整備のため土留工等の設
置、草・木本類による緑化工を実施している。
渓流については、不安定堆積土砂の流出防止と山脚固定

のため治山ダムを設置している。

７ 保全対象地 保全対象は、人家 戸、農地、発電施設、宿泊施設で30
区の状況等 ある。

８ 地元（地方 当地区からの崩壊土砂の流出は、人家や宿泊施設、発電
公共団体） 施設ばかりでなく、地元の重要な産業である養魚施設にも
の意向 甚大な被害を発生するおそれがあることから、本事業の継

続実施を要望する （木島平村）。

９ 再評価結果 ・事業の継続実施
の概要 当地区は、融雪期等に山腹崩壊及び崩壊土砂の流出が依

然として発生している状況であり、土砂災害が発生するお
それがあること、地元の強い要望もあることから、事業の
継続実施が必要と判断される。
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21再評価結果の地区別個表 治－

１ 箇 所 名 大月川（おおつきがわ）

２ 所 在 地 中部森林管理局 東信森林管理署管内

３ 事 業 名 直轄治山事業（国有林治山事業）

４ 事業の着手 当地区は、八ヶ岳の東端に位置し、火山噴出物の堆積地
に至る経緯 帯で地形も急峻なことから山腹崩壊が発生しやすく、崩壊

土砂の生産が著しかった。
平成 年 月の集中豪雨では、上部で大規模な山腹崩壊7 6

がおき、多量の崩壊土砂が渓床に堆積した。
これが土石流となって流出した場合、下流域への被害発

生が懸念されたため、山腹崩壊地の復旧整備と渓床の不安
、 。定堆積土砂の流出防止を図ることとし 本事業に着手した

５ 現計画の概 山腹崩壊地の復旧整備と渓床の不安定堆積土砂の流出防
要 止等により、保安林機能の増進を図る。

＊着工年度 平成８年度
ha＊事業対象区域面積 ６０５

＊総事業費 １８８百万円
＊工事内容 渓間工、山腹工

６ 整備状況 山腹崩壊地の拡大防止及び復旧整備のため土留工を設置
している。
渓流については、不安定堆積土砂の流出防止と山脚固定

のため治山ダムを設置している。

７ 保全対象地 保全対象は、人家 戸、農地、上水道施設、林道、宿12
区の状況等 泊施設である。

８ 地元（地方 当地区からの崩壊土砂の流出は、人家や国有林内に設置
公共団体） されている当町の上水道施設等に甚大な被害を発生させる
の意向 おそれがあり、ライフラインの確保上、本事業の継続実施

を要望する （小海町）。

９ 再評価結果 ・事業の継続実施
の概要 当地区は、依然として土砂の生産が旺盛で、渓床には多

量の土砂が不安定に堆積しており、土砂災害が発生するお
それがあること、地元の強い要望もあることから、事業の
継続実施が必要と判断される。
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22再評価結果の地区別個表 治－

１ 箇 所 名 野麦（脇谷 （のむぎ（わきだに ）） ）

２ 所 在 地 中部森林管理局名古屋分局 飛騨森林管理署管内

３ 事 業 名 直轄治山事業（国有林治山事業）

４ 事業の着手 当地区は、飛騨川最上流部に位置し、中京都市圏の水源
に至る経緯 地帯となっているが、基岩が火山岩類等で脆弱な地質であ

ることから、渓岸侵食等が著しく、渓床に多量の土砂が不
、 。安定に堆積しており 下流域に多量の土砂が流出していた

このため、渓岸侵食等の防止と渓床の不安定堆積土砂の
流出防止を図る必要から本事業に着手した。

５ 現計画の概 山腹崩壊地の復旧整備と渓床の不安定堆積土砂の流出防
要 止等により、保安林機能の増進を図る。

＊着工年度 平成８年度
ha＊事業対象区域面積 ８４９

＊総事業費 ３８０百万円
＊工事内容 渓間工、山腹工

６ 整備状況 山腹崩壊地の拡大防止及び復旧整備のため土留工の設置
及び草・木本類による緑化工を実施している。
渓流については、不安定堆積土砂の流出を防止するため

治山ダムを設置している。

７ 保全対象地 保全対象は、人家 戸、県道である。22
区の状況等

８ 地元（地方 当地区は、山腹崩壊及び崩壊土砂の流出による土砂災害
公共団体） を防止するため、より一層の治山施設の整備を図ってほし
の意向 い （高根村）。

９ 再評価結果 ・事業の継続実施
の概要 当地区は、地形・地質条件が劣悪で、渓岸侵食等による

荒廃が進んでおり、多量の崩壊土砂等が渓床に不安定な状
態で堆積し、土石流等となって流出して下流の保全対象に
被害を発生させるおそれがあること、地元の強い要望もあ
ることから、事業の継続実施が必要と判断される。

10 402その他（費 費用対効果分析の試行結果は 総便益 人家 県道、 （ 、 ）
103 3.90用対効果分 百万円 総費用 百万円であり 費用に対する効果は、 、

析の試行結 となった。
果）
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23再評価結果の地区別個表 治－

１ 箇 所 名 川上（かおれ）

２ 所 在 地 中部森林管理局名古屋分局 岐阜森林管理署管内

３ 事 業 名 直轄治山事業（国有林治山事業）

４ 事業の着手 当地区は、飛騨川支流馬瀬川の中流部に位置し、馬瀬村
に至る経緯 等の重要な水源地帯であるが、山腹崩壊や渓岸侵食等によ

り渓床に多量の土砂が不安定に堆積していた。また、既存
の森林は過密化し、水土保全機能の低下が著しかった。
このため、山腹崩壊地及び荒廃森林の復旧整備と不安定

堆積土砂の流出を防止し、水土保全機能の高度発揮を図る
必要から本事業に着手した。

５ 現計画の概 山腹崩壊地及び荒廃森林の復旧整備と渓床の不安定堆積
要 土砂の流出防止等により、保安林機能の増進を図る。

＊着工年度 平成８年度
ha＊事業対象区域面積 ２，７７６

＊総事業費 ６２０百万円
＊工事内容 渓間工、山腹工、森林整備

６ 整備状況 山腹崩壊地の復旧整備のため土留工の設置及び草・木本
類による緑化工を実施するとともに、荒廃森林について本
数調整伐及び複層林造成による森林整備に努めている。
渓流については、不安定堆積土砂の流出を防止するため

治山ダムを設置している。

、 、 （ ）、 、７ 保全対象地 保全対象は 人家 戸 国道 号線 宿泊施設425 257
区の状況等 公共施設（学校、診療所、官公庁等 、岩屋ダムである。）

８ 地元（地方 当地区は、防災及び安定した良質な水の確保において重
、 。（ ）公共団体） 要な地区であり 事業の一層の充実を要望する 馬瀬村

の意向 当地区は、岩屋ダムを含め地元の重要な水源地域となっ
、 。（ ）ていることから 確実な事業の実施を要望する 岐阜県

９ 再評価結果 ・事業の継続実施
の概要 当地区は、地元の重要な水源地域であるが、山腹崩壊地

、 、や荒廃森林 渓床の不安定堆積土砂が依然として多いこと
地元の強い要望もあることから、事業の継続実施が必要と
判断される。
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24再評価結果の地区別個表 治－

１ 箇 所 名 三ツ谷（みつたに）

２ 所 在 地 近畿中国森林管理局 石川森林管理署管内

３ 事 業 名 直轄治山事業（国有林治山事業）

４ 事業の着手 当地区は、白山山系に属する三ツ谷川上流に位置し、急
に至る経緯 峻で脆弱な地形・地質から山腹崩壊の発生と渓床に不安定

に堆積する多量の崩壊土砂が降雨等により流出していた。
下流の人家や公共施設、金沢市等３市９町１村の水道水

及び工業用水等を供給する手取川ダム等の保全を図る必要
から本事業に着手した。

５ 現計画の概 山腹崩壊地の復旧整備及び渓床の不安定堆積土砂の流出
要 防止により、保安林機能の増進を図る。

＊着工年度 平成８年度
ha＊事業対象区域面積 ７６８

＊総事業費 １，１７８百万円
＊工事内容 渓間工、山腹工

６ 整備状況 渓流について、不安定堆積土砂の流出防止と山脚を固定
するとともに、山腹崩壊地の復旧整備を図るための基礎と
して治山ダムを設置している。

、 、 、 、 （ 、７ 保全対象地 保全対象は 人家 戸 県道 農地 公共施設 学校385
区の状況等 病院、官公庁等 、手取川ダムである。）

８ 地元（地方 森林の有する公益的機能の発揮、下流域の自然環境の保
公共団体） 全のため、本事業の継続実施を要望する （白峰村）。
の意向 石川県企業局主催の濁度対策協議会において、山腹崩壊

地の早期復旧について要望されている。

９ 再評価結果 ・事業の継続実施
の概要 当地区は、事業の進捗により荒廃地の復旧整備は進んで

きたが、依然として山腹崩壊地が多く、渓床に多量の崩壊
土砂が不安定に堆積しており、下流の人家等に被害を発生

、 、させるおそれがあること 地元の強い要望もあることから
事業の継続実施が必要と判断される。
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25再評価結果の地区別個表 治－

１ 箇 所 名 黒滝（くろたき）

２ 所 在 地 近畿中国森林管理局 滋賀森林管理署管内

３ 事 業 名 直轄治山事業（国有林治山事業）

４ 事業の着手 当地区は、滋賀県南東部の鈴鹿山系に位置し、脆弱な地
に至る経緯 質から山腹崩壊地や多量の崩壊土砂が不安定に堆積してい

る荒廃渓流が多い地区であった。
下流には琵琶湖、人家、県道等の保全対象があり、崩壊

土砂の流出等による土砂災害を未然に防止する必要がある
ことから本事業に着手した。

５ 現計画の概 山腹崩壊地の復旧整備及び渓床の不安定堆積土砂の流出
要 防止により、保安林機能の増進を図る。

＊着工年度 平成８年度
ha＊事業対象区域面積 ２１７

＊総事業費 １，３４８百万円
＊工事内容 渓間工、山腹工

６ 整備状況 山腹崩壊地の拡大防止及び復旧整備のため土留工の設置
及び草・木本類による緑化工を実施している。
渓流については、不安定堆積土砂の流出防止と山脚を固

定するため治山ダムを設置している。

、 、 、 、 （ 、７ 保全対象地 保全対象は 人家 戸 県道 農地 公共施設 学校35
区の状況等 病院、官公庁等）である。

８ 地元（地方 近年の集中豪雨時に治山事業の効果を再認識しており、
公共団体） 防災効果を高めるとともに、自然環境保全等のため本事業
の意向 の継続実施を要望する （土山町）。

９ 再評価結果 ・事業の継続実施
の概要 当地区は、事業の進捗により荒廃地の復旧整備は進んで

きたが、依然として山腹崩壊地が多く、渓床に多量の崩壊
土砂が不安定に堆積しており、下流の人家等に被害を発生

、 、させるおそれがあること 地元の強い要望もあることから
事業の継続実施が必要と判断される。
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26再評価結果の地区別個表 治－

１ 箇 所 名 樫葉（かしば）

２ 所 在 地 九州森林管理局 宮崎北部森林管理署管内

３ 事 業 名 直轄治山事業（国有林治山事業）

４ 事業の着手 当地区は、平成７年の梅雨及び台風の集中豪雨等により
に至る経緯 随所に山腹崩壊地が発生し、渓床に多量の不安定土砂が堆

積していた。
渓床には、今もなお不安定土砂が堆積しており、今後の

降雨等により荒廃地が拡大して、下流に位置する樫葉集落
に土砂災害を発生させるおそれがあった。
このため、崩壊土砂の流出等による土砂災害を未然に防

止することを目的に本事業に着手した。

５ 現計画の概 山腹崩壊地の復旧整備及び渓床の不安定堆積土砂の流出
要 防止により、保安林機能の増進を図る。

＊着工年度 平成８年度
ha＊事業対象区域面積 ３１７

＊総事業費 ２１４百万円
＊工事内容 渓間工、山腹工

６ 整備状況 山腹崩壊地の拡大防止及び復旧整備のため土留工の設置
及び草・木本類による緑化工を実施している。
渓流については、不安定堆積土砂の流出防止と山脚を固

定するため治山ダムを設置している。

７ 保全対象地 保全対象は、人家 戸、県道、農地である。10
区の状況等

８ 地元（地方 当地区は、度重なる台風等により崩壊した土砂が下流の
公共団体） 集落まで流出した経緯があることから、本事業の継続実施

。（ ）の意向 により流出土砂防止対策を講じるよう要望する 南郷村

９ 再評価結果 ・事業の継続実施
の概要 当地区は、事業の進捗により荒廃地の復旧整備は進んで

きたが、依然として山腹崩壊地が多く、渓床に多量の崩壊
土砂が不安定に堆積しており、下流の人家等に被害を発生

、 、させるおそれがあること 地元の強い要望もあることから
事業の継続実施が必要と判断される。


